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点検の視点 現河川整備計画の内容

１）流域の社会情勢の変化
・土地利用の変化
・人口・資産等の変化
・近年洪水等による災害の発生状況 等

２）地域の意向
・地域の要望事項 等

３）事業の進捗状況
・事業完了箇所
・事業中箇所の進捗率 等

４）事業の進捗の見直し
・当面の段階的な整備の予定 等

５）河川整備に関する新たな視点
・地震対策、流域治水 等

１．久慈川の概要

２．河川整備の現状と課題

３．河川整備計画の対象区間及び期間

４．河川整備計画の目標に関する事項

５．河川の整備の実施に関する事項

６．その他河川整備を総合的に行うために留意すべき事項

１．整備計画の点検について
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久慈川水系河川整備計画（変更） 令和2年9月 P.24

３．２ 計画対象期間

河川整備計画の計画対象期間は、概ね30年間とする。

なお、河川整備計画は現時点の社会経済状況、河川環境の状況、河道状況等を前提として策定したものであり、策定後においてもこれらの状況の変化、新たな
知見の蓄積、技術の進歩等を踏まえ、必要がある場合には、計画対象期間内であっても適宜見直しを行う。

特に、気候変動による洪水流量の増加や高潮による潮位・海面水位の上昇等が懸念されることから、必要に応じて見直しを行う。

河川整備計画は、当面の具体的な河川整備に関する事項を定めたものであり、流域の社会情勢の変化や地域の意向、河川整備の進捗状況や進捗
の見通し等を適切に反映できるよう、適宜その内容について点検を行い、必要に応じて変更するものである。

また、久慈川水系河川整備計画にも、河川の整備状況、流域の社会状況、自然状況等の変化並びに新たな知見及び技術の進捗等により対象期間
内であっても必要に応じて本河川整備計画の見直しを行う旨を記載している。



整備計画の点検は、事業評価の実施時期等を勘案して、計画的に実施するとともに、点検にあたっては必要に応じて学識経験を有する者の意見を
聞くなど、客観性の確保に努めることとされている。

点検の結果、計画の見直しの必要がなければ、現計画に基づいて事業を実施していき、計画の見直しの必要があれば、変更計画の検討等を進めて
いくこととなる。

学識経験を有する者

学識経験を有する者

河川整備計画の策定

点検 説明

事業の推進

河川整備計画の点検

河川整備計画の変更の検討

河川整備計画の変更手続き

河川整備計画の変更・公表

意見

関
係
住
民
な
ど

意見

説明 説明

意見

変更手続き
変更必要

変更不要

変更完了

１．整備計画の点検について
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河川整備計画の点検及び変更の流れ



■久慈川は、八溝山（標高1,022m）に源を発し、奥久慈渓谷を経て、下流部の氾濫原において山田川・里川を合わせ太平洋に注ぐ一級河川である。

■流域にはＪＲ常磐線、JR水郡線の鉄道網、常磐自動車道、国道６号等の主要道路が整備されている。

■山田川合流点より下流部には市街地が広がり、特に里川合流点下流の常陸太田市、日立市に人口が集中している。

■整備計画の変更以降、土地利用、人口・資産等に大きな変化はない。
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２．流域の社会情勢の変化 流域の概要
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やみぞさん おく く じ けいこく や ま だ

流域図 人口の推移

■福島県・茨城県・栃木県の人口
の推移は、昭和45年～平成12
年まで、茨城県で人口の増加が
見られたものの、それ以降はや
や減少傾向にある。

■河床勾配は、上流部では約 1/20～1/200
、中流部では約 1/200～1/900および下流
部では約 1/900～1/2,000である。

久慈川平均河床高図

河道特性

(千人)

出典：国勢調査

く じ さと

<久慈川の諸元>
水源：福島県・茨城県・栃木県の

境界に位置する八溝山
幹川流路延長：約124km
流域面積：約1,490km2

流域内人口：約15万人
出典：国土数値情報（R2国勢調査）より算出
それ以外は河川現況調査（基準年H22年）

出典：国土数値情報（令和3年）

■久慈川流域の土地利用
は、山地等が約78％、水
田・畑等の農地が約15％
、宅地等の市街地が約7
％となっている。

すいぐんじょうばん



 久慈川水系の大臣管理区間では、河道整備等の治水対策を流域全体で
役割分担し推進してきたが、流域の社会・経済的重要性を踏まえると十分
ではない。

 令和元年10月、東日本台風による被害が発生したことから、社会経済被害
の最小化のため、ハード・ソフトが一体となった「久慈川緊急治水対策プロ
ジェクト」として進めているところである。

 施設の能力を上回る洪水や高潮が発生した場合、及び大規模地震による
津波が発生した場合には、壊滅的な被害が発生するおそれがある。このた
め、被害を軽減するための対策として、河川防災ステーション、水防拠点の
整備等のハード対策、河川情報伝達システムの整備、洪水浸水想定区域
図の公表とこれに伴う関係する地方公共団体の洪水ハザードマップ作成支
援等のソフト対策を推進している。

２．流域の社会情勢の変化 現状と課題

 久慈川の堤防は、長い歴史の中で順次拡築されてできた構造物であり、
整備された時期や区間によっては築堤材料や施工法が異なるため、堤体
の強度が不均一である。堤防の浸透に対する安全性に関して点検を実
施し、浸透に対する安全性の不足する箇所については対策を実施してき
ている。

久慈川洪水浸水想定区域図（H28.5）
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合計※5不必要※4断面不足※3計画断面※2河川名

97.3km13.2km48.0km36.1km久慈川※1

※1：支川の大臣管理区間を含む。
※2：標準的な堤防の断面形状を満足している区間。
※3：標準的な堤防の断面形状に対して高さ又は幅が不足している区間。
※4：山付、掘り込み等により、堤防の不必要な区間。
※5：四捨五入の関係で、合計と一致しない場合がある。

割合
B/A

Aのうち浸透対策が
必要な区間B※2点検対象区間A河川名

74%54.1km73.2km久慈川※1

※1：支川の大臣管理区間を含む。
※2：堤防点検を実施し、追加調査の結果や市街地の造成等による状況の変化により、対策

が必要となった箇所については、必要に応じ対策を行うものとする。

平成29年3月現在

 堤防の安全性に影響を及ぼす水衝部における河岸の局所洗掘が発生す
る箇所や堤防付近における高速流が発生する箇所については、これらへ
の対策を実施しているところである。

 令和元年10月洪水では、広範囲に強い降雨が続き同時多発的に被害が
発生したことから、状況把握、情報伝達、避難行動が円滑に進まなかっ
たことを踏まえ、関係機関等が連携し、円滑な水防・避難行動のための
体制等の充実を図る必要がある。

令和7年3月現在

【堤防の整備状況】

【堤防の浸透に対する安全性】

洪水、津浪、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する現状と課題



河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する現状と課題 河川環境の整備と保全に関する現状と課題

 久慈川の農業用水は最大取水量の合計で約10.8m3/sが利用されて
いる。なお、農業用水は、季節等により利用量が大きく変動する。都
市用水は、水道用水として最大約1.4m3/s、工業用水として最大約
0.4m3/sが利用されている。

 久慈川は、代掻きの開始等により農業用水の利用が増加する４月末
から５月初めの流量減少時に塩分が河口から約４．３km上流にある
日立市の水道用水の取水口まで遡上することがあるため、しばしば
取水障害を引き起こしている。

 下流部は、古くから水害防備林として竹林が整備され
久慈川を代表する景観を形成しており、中流部と同様
に連続した瀬と淵が形成され、アユ・サケ等の良好な
生息・産卵場となっている。また、砂礫河原は、カワラ
ハハコ等の植物の生育やイカルチドリ等の鳥類の生
息・繁殖場となっている。

 常陸太田市粟原地区周辺の旧川跡地には、河岸上の斜面林が近接し、高水敷に
オギ・ヨシ群落が分布し、タコノアシ等の湿性植物が生育している。また、榊橋付
近において水際の河畔林にサギ類のコロニーが見られる。

 河口の汽水域は、ボラやハゼ等の魚類の生息場となっている。

２．流域の社会情勢の変化 現状と課題

 久慈川の水質は、生物化学的酸素要求量「ＢＯＤ」（75%)で評価すると、全地点で
環境基準を達成している。

 グラウンドや親水公園、サイクリングロード等が整備され、スポーツやレクリエー
ション、憩いの場等として利用されている。河口の汽水域では、ジェットスキーや
バーベキューの利用者や釣り人で賑わっているが、バーベキューゴミの投棄や侵
入禁止区域でのジェットスキー運転などの問題が見られ、安全で秩序ある水面利
用が望まれている。

 辰ノ口堰下流から富岡橋周辺までは、水害
防備林として植林された竹林が連続して分
布し、連続した瀬と淵、砂礫河原が広がる良
好な河川景観を有している。

5土堰堤の設置

水質

自然環境

河川空間の利用

景観

久慈川における利用の状況

辰ノ口堰下流の景観

＜アユ＞

 砂礫河原においては、植生が徐々に侵入してきており、特に近年、外来種である
シナダレスズメガヤ等の面積が急増しており、今後の増加が懸念される。

最大取水量（m³/ｓ）水利権の数目的

約10.810農業用水

約1.45水道用水

約0.47工業用水

関東地方整備局調べ 令和7年3月現在

※最大取水量は、大臣管理区間における許可水利権量と慣行水利権の取水量の合計。



２．流域の社会情勢の変化 現状と課題
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 河川の管理は、災害の発生の防止又は軽減、河川の適正な利用、流水の
正常な機能の維持及び河川環境の保全という目的に応じた管理、平常時
や洪水時等の河川の状況に応じた管理、さらには堤防、護岸等といった河
川管理施設の種類に応じた管理というように、その内容は広範・多岐にわ
たっており、効果的・効率的に維持管理を実施する必要がある。

 堤防については、繰り返される降雨・洪水・地震や広域地盤沈下等の自然
現象の影響により、ひび割れ、すべり、沈下、構造物周辺の空洞化等の変
状が不規則に発生する。これらを放置すると変状が拡大し、さらに洪水時
には漏水等が助長され大規模な損傷となり、堤防の決壊につながるおそ
れがある。同様に護岸についても、洪水や地震等により劣化や変状が生じ、
所定の機能を発揮できないおそれがある。このため、堤防除草、点検、河
川巡視等により異常・損傷箇所の早期発見に努め、必要に応じて補修等を
実施する必要がある。

 河川には、上流部、支川等から流出してくるゴミのほか、一部の河川利用
者によるゴミの不法投棄、家電製品や自動車等の不法投棄が行われてい
るため、河川巡視等による管理体制の充実を図るとともに不法投棄の防止
に向けた取組が必要である。

堤防除草作業の状況 堤防点検の状況

 不法係留船や不法係留施設は、洪水時に流出することによる河川管理施
設等の損傷の原因や、河川工事における支障となるばかりでなく、河川の
景観を損ねる等、河川管理上の支障となっているため、不法係留船や不法
係留施設に対する対策を関係機関等と連携して推進する必要がある。

不法投棄状況

不法係留状況

河川維持管理の現状と課題



２．流域の社会情勢の変化 現状と課題
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河川管理施設の点検状況

履行検査状況

 雨量観測所、水位観測所等を設置し、観測・監視を行っている。これらによっ
て得られる情報は、治水及び利水計画の立案、低水管理、樋門等の河川管
理施設の操作、洪水予測、水防活動等のために重要なものであり、定期的
な点検や補修、更新等を行う必要がある。

 危機管理対策として、洪水、津波、高潮等による災害の防止又は軽減を図
るため、引き続き、平常時から関係機関と連携を図る必要がある。

河川の維持管理の現状と課題

 河道の維持管理に関しては、出水による河岸洗掘、構造物周辺の深掘れ、
洪水流下の阻害となる土砂堆積、樹林化の進行等に対し、適切に維持管
理を行う必要がある。

 橋梁や樋門・樋管等の許可工作物に関しては、現行の設置許可基準に適
合していないものや、老朽化が進んでいるもの等がある。このような施設は、
施設管理者立ち会いの上で定期的に履行検査を実施し、施設の管理状況
を把握して、必要に応じて対策を求めていく。

 水質事故が発生した場合には、関係機関との情報共有を図るとともに
被害軽減のための対策を実施する必要がある。

観測所点検状況

水質事故訓練状況

 久慈川においては、樋門54箇所、床固め5箇所等の河川管理施設が設置
されており、樋門は設置から50年以上経過した樋門が全体数の約7割を占
め、老朽化による機能低下及び堤防や護岸等の関連施設の安全性低下
が大きな課題となっている。（令和7年3月現在）

 施設の機能を確保するため定期的な点検、維持補修等を行っている。樋門
等の河川構造物の点検・整備・更新等を、効果的・効率的に推進していくた
め長寿命化計画に基づき、計画的な維持管理を行っていく必要がある。ま
た、施設操作に関しては、必要に応じ遠隔操作化や自動化等を進めていく
必要がある。

 緊急時においても地方公共団体との連携を一層図るとともに、関係機関に
対して迅速な情報伝達を行う必要がある。

 水防団員の減少、高齢化等が進み水防活動の弱体化が懸念されていること
から、水防協力団体の指定等を行い、水防体制の水準を確保していく必要
がある。



２．流域の社会情勢の変化 現状と課題
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-近年の豪雨災害で明らかとなった全国的な課題-

 平成２７年９月関東・東北豪雨による鬼怒川の堤防決壊で、逃げ遅れによ
る多数の孤立者が発生したことを受け、河川管理者をはじめとする行政
や住民等の各主体が「施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれな
い大洪水は必ず発生するもの」へと意識を改革し、社会全体で洪水氾濫
に備える「水防災意識社会」を再構築する取組を進めてきた。

 平成２８年８月には北海道や東北地方を相次いで台風が襲い、東北地方
の県管理河川の氾濫被害で要配慮者利用施設の入居者が逃げ遅れによ
り犠牲になられたことを受け、平平成２９年５月に水防法等を改正し、河川
管理者・都道府県・市町村等で構成し減災に向けた目標の共有や対策の
推進に取り組む協議会制度を法定化等するとともに、同年６月には概ね５
年間で実施する各種取組の方向性や進め方等を「「水防災意識社会」の
再構築に向けた緊急行動計画」としてとりまとめ、都道府県が管理する中
小河川も含めた全国の河川における「水防災意識社会」を再構築する取
組を加速させた。

 このような中、平成３０年７月豪雨や平成３０年台風第２１号等では、これ
までに整備した堤防、ダム、砂防堰堤、防潮水門等が確実に効果を発揮
し被害を防止・軽減した一方で、長時間にわたる大雨による水害・土砂災
害の複合的な発生や、社会経済活動に影響を及ぼす広域的な被害の発
生、ハザードマップ等のリスク情報が住民の避難につながっていない場合
があること等の課題が明らかとなった。

 これらの課題に対応するため、洪水氾濫や内水氾濫、土石流等の複合的
な発生等に対応する「事前防災ハード対策」や、発災時の応急的な退避
場所の確保等の「避難確保ハード対策」、地区単位の個人の避難計画作
成をはじめとする「住民主体のソフト対策」を推進するため、平成３１年１
月に改定された「緊急行動計画」を踏まえ、大規模氾濫減災協議会の場
を活かし、「水防災意識社会」の再構築をさらに加速させる必要がある

-気候変動の影響による課題-

 近年、我が国においては、時間５０mmを超える短時間強雨や総雨量
が数百mmから千mmを超えるような大雨が発生し、全国各地で毎年の
ように甚大な水害が発生している。さらに、地球温暖化に伴う気候変
動の影響により、今後さらに、大雨や短時間強雨の発生頻度、大雨に
よる降水量などが増大することが予想されている。また、平成３０年７
月豪雨においては、気象庁が初めて個別事象について、その背景要
因として気候変動の影響に言及したところである。

 このように、施設の能力を上回る外力（災害の原因となる豪雨、洪水、
高潮等の自然現象）による水災害が発生する懸念が高まっているため、
気候変動に伴う水災害の頻発化・激甚化など、様々な事象を想定し、
対策を進めていくことが必要となっている。

 こうした状況の中、「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」
において、将来における気候変動による外力増加量の治水計画等で
の考慮の仕方やその前提となる外力の設定手法、気候変動を踏まえ
た治水計画に見直す手法について具体的な検討を進め、令和元年１０
月に『「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言』が取りまとめら
れた。その後、令和２年７月に社会資本整備審議会により『「気候変動
を踏まえた水災害対策のあり方について」答申』が取りまとめられ、本
答申では、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえて、あらゆ
る関係者が協働し、流域全体で対応する「流域治水」への転換が必要
であることが示された。

 その一方で、年間の降水の日数は逆に減少しており、毎年のように渇
水が生じている。将来においても無降水日数の増加が予想されており、
地球温暖化に伴う気候変動により、渇水が頻発化、長期化、深刻化し、
さらなる渇水被害が発生することが懸念される。このため、様々な事象
を想定し、対策を進めていくことが必要となっている。

新たな課題



２．流域の社会情勢の変化 河川改修の経緯

令和2年4月 久慈川緊急治水対策プロジェクト開始
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平成30年 久慈川水系河川整備計画策定
河道目標流量 ： 3,000m3/s（山方）

昭和49年 久慈川水系工事実施基本計画改訂

基本高水のピーク流量 ： 4,000m3/s(山方）
計画高水流量 ： 3,400m3/s（山方）

平成20年 久慈川水系河川整備基本方針策定

基本高水のピーク流量 ： 4,000m3/s（山方）

計画高水流量 ： 4,000m3/s (山方）

昭和41年 久慈川水系工事実施基本計画策定

基本高水のピーク流量 ： 3,400m3/s(山方）
計画高水流量 ： 3,400m3/s（山方）

■ 大正9年10月洪水等、度重なる洪水によって甚大な被害を受けたことを契機として、昭和13年に直轄河川改修事業に着手した。
■ 昭和41年に工事実施基本計画を策定し、昭和49年に改訂した。
■ 平成9年の河川法改正を受け、平成20年に久慈川水系河川整備基本方針、平成30年に久慈川水系河川整備計画を策定後、令和元年東

日本台風の被害状況等を踏まえ、令和2年9月に久慈川水系河川整備計画を変更した。

河川改修の経緯

令和2年 久慈川水系河川整備計画（変更）

河道目標流量 ： 3,400m3/s（ 3,700m3/s ※）（山方）

■戦後最大洪水である令和元年１０月洪水(令和元年東日本台風)が

再び発生しても災害の発生の防止又は軽減を図る。

・ 大正9年10月 台風による被災

・ 昭和13年6，7月 台風による被災

・ 昭和16年7月 台風第8号による被災

・ 昭和22年9月 カスリーン台風による被災

昭和27年 山田川改修工事、里川合流部改修工事完成

・ 令和元年10月 令和元年東日本台風による被災

・ 平成23年9月 台風第15号による被災

・ 昭和57年9月 台風第18号による被災

・ 昭和61年8月 台風第10号による被災

・ 平成3年 9月 台風第18号による被災

・ 平成11年7月 停滞前線よる被災

昭和13年 久慈川改修計画策定

計画高水流量 ：3,400m3/s(山方)

昭和28年 久慈川改修改定計画策定

計画高水流量 ：3,400m3/s(山方)

昭和32年 粟原・門部捷水路工事完成

昭和41年 1級河川指定

昭和54年 河口の付替工事完成 ※ 氾濫や洪水調節施設による洪水調節を行う前の流量



２．流域の社会情勢の変化 過去の洪水等による災害の発生の状況
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・八溝山雨量観測所等の主要観測所において、戦後最大雨量を観測
・国管理区間では久慈川本川で3箇所、県管理区間では、久慈川上流部や、里川、浅川など複数の河川で堤防が決壊し

たほか、越水や溢水等による被害が発生

令和元年10月洪水（台風）

粟原床固付近の浸水状況（茨城県那珂市）

・榊橋地点でHWLを40cm超過

・無堤部の氾濫により浸水被害が発生

通常時

洪水時

昭和61年8月洪水（台風）

さかきばし

あわばら

富岡橋

やみぞさん

出典： 昭和22年洪水までは「久慈川災害沿革考」
昭和36年～平成11年洪水は「水害統計（建設省河川局）」
平成23年、令和元年洪水は「水害統計（国土交通省河川局）」
をもとに作成。

被害状況原因洪水発生年

床上浸水： 2,802戸
床下浸水： 1,084戸
全 半 壊 ： 不明

台風大正９年10月

浸水戸数： 450戸
全 半 壊 ： 12戸

台風
昭和13年

６,７月

浸水戸数： 不明
幸久村地先低地家屋12時間床上浸
水

台風第８号昭和16年７月

浸水戸数： 不明
カスリーン

台風
昭和22年９月

浸水戸数： 341戸前線豪雨昭和36年６月

床上浸水： 3戸
床下浸水： 44戸

台風第18号昭和57年９月

床上浸水： 290戸
床下浸水： 465戸

台風第10号昭和61年８月

床上浸水： 185戸
床下浸水： 228戸
全 半 壊 ： 1戸

台風第18号平成３年９月

床上浸水： 19戸
床下浸水： 27戸

停滞前線平成11年７月

床上浸水： 41戸
床下浸水： 58戸

台風第15号平成23年９月

床上浸水： 421戸
床下浸水： 262戸

東日本台風令和元年10月

山田川

久慈川

浅川

玉川

榊橋

額田

山方

里川

常陸大宮市

東海村

那珂市

常陸太田市

機初

常井橋

河口

日立市 太　

平　

洋
0 5 20km1510

やまがた

ひたち おおみや し

ひたち おおた し

ときい ばし

はたそめ

ぬかだ

な か し

とうかいむら

ひたち し

さかきばし

かこう

決壊地点周辺の状況（茨城県常陸大宮市） 浸水した市街地（茨城県常陸太田市）



堤防決壊
茨城県 常陸大宮市 下町 地先

久慈川 右岸 25.5k
被害延長 L=40m

堤防決壊
茨城県 常陸大宮市 塩原 地先

久慈川 左岸 27.0k
被害延長 L=64m

堤防決壊
茨城県 常陸大宮市 富岡 地先

久慈川 左岸 25.5k
被害延長 L=400m

常陸大宮市

久慈川⇒

山田川⇒

常陸太田市
日立市

東海村

那 珂 市
ひたちなか市

凡例

：決壊箇所（国）

：浸水範囲

常陸太田市中野町、松栄町、花房町

常陸大宮市高渡町

常陸大宮市下町

【県管理】堤防決壊
茨城県 常陸大宮市 小貫 地先

久慈川 左岸

：決壊箇所（県）

【県管理】堤防決壊
茨城県 常陸太田市 松栄町 地先

浅川 右岸

【県管理】堤防決壊
茨城県 常陸太田市 松栄町 地先

浅川 右岸

【県管理】堤防決壊
茨城県 常陸太田市 常福地町 地先

里川 右岸

【県管理】堤防決壊
茨城県 常陸太田市 茅根町 地先

里川 左岸

等雨量線図雨量期間

（10月10日20:00～10月12日24:00）

出典：気象庁提供資料

台風経路

久慈川流域

等雨量曲線
（mm）

等雨量線図

被害状況

10月12日 16:00 10月12日 18:00 10月12日 20:00 10月12日22:00

レーダ雨量図
※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

久慈川左岸27.0K地点の堤防決壊箇所

決壊箇所

※浸水家屋数は久慈川沿川自治体の被害戸数（住家のみ）
の合計値（茨城県HP 令和元年台風第19号に係る災害
対応について 12月06日15時00分現在 より）

※今後、数値が変更になる場合があります。

【久慈川水系合計】

２．流域の社会情勢の変化 令和元年東日本台風（台風第１９号）について

11

■ 大型の台風第19号が関東地方を直撃し、広範囲で強い雨が降り続いた影響で記録的な大雨となった。
■ 久慈川では河川水位が氾濫危険水位を大幅に超過し、堤防の決壊及び越水・溢水被害が発生した。
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■ 基準地点 山方上流域において、令和元年10月洪水（令和元年東日本台風）の流域平均2日雨量は256mmを記録した。
■ 令和元年10月洪水の流量は、基準地点山方において戦後最大流量3,700m3/s（氾濫や洪水調節施設による洪水調節を行う前の流量）を記録した。
■ 河川整備計画変更以降、大規模な洪水等は発生していない。

２．流域の社会情勢の変化 洪水の発生状況

12※1 氾濫や洪水調節施設による洪水調節を行う前の流量
※2 R6年は暫定値

山方上流域における年最大2日雨量の経年変化

山方地点における年最大流量の経年変化

R1.10洪水

※2

※2

※1 ※1 ※1

※1

※13,700m3/s（河川整備計画目標流量）
R1.10洪水



２．流域の社会情勢の変化 渇水の発生状況・水質の状況
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久慈川の水質

■ 久慈川は農業用水をはじめとし、水道用水、工業用水として利用されている。
代掻きの開始等により農業用水の利用が増加する流量減少時に、塩分遡上によりしばしば取水障害を引き起こしている。

■ 久慈川の水質は、BOD（75%値）で評価すると、本川・支川のいずれの地点においても環境基準を達成している。
■ 河川整備計画変更以降、水利用や水質、自然環境などの状況に大きな変化はない。

久慈川の水利用

久慈川の下流部において取水している日立市水道においては、平成25年以降、
ほぼ毎年のように渇水時に取水障害が発生している。防潮フェンスや土堰堤で
対応されているが、取水停止となっている期間も見られる。

渇水被害の発生と対策状況

土堰堤の設置

始 終

日立市水道 ○ 5月1日 5月2日

日立市水道 防潮フェンス 5月2日 5月13日

日立市水道 ○ 4月27日 4月28日

日立市水道 防潮フェンス 4月29日 5月13日

平成6年 日立市水道 防潮フェンス 4月28日 5月19日

日立市水道 防潮フェンス 4月27日 5月17日

日立市水道 ○ 6月3日 6月4日

日立市水道 防潮フェンス 6月4日 6月19日

日立市水道 防潮フェンス 8月16日 9月3日

日立市水道 土堰堤 4月26日 5月28日

日立市水道 ○ 7月12日 7月12日

日立市水道 土堰堤 7月13日 8月20日

平成15年 日立市水道 土堰堤 6月24日 12月31日

平成16年 日立市水道 土堰堤 1月1日 9月30日

平成25年 日立市水道 ○ 5月26日 5月28日

日立市水道 ○ 5月6日 5月6日

日立市水道 ○ 6月2日 6月4日

日立市水道 土堰堤 6月5日 8月3日

昭和62年

平成5年

平成8年

平成13年

平成27年

年

被害状況

対象取水 取水停止 対策
対策期間

始 終

日立市水道 ○ 6月2日 6月3日

日立市水道 土堰堤 6月4日 8月24日

平成29年 日立市水道 土堰堤 5月10日 9月8日

平成30年 日立市水道 土堰堤 7月26日 11月2日

令和元年 日立市水道 土堰堤 4月24日 9月27日

令和2年 日立市水道 土堰堤 12月29日 5月13日

日立市水道 ○ 7月12日 7月14日

日立市水道 ○ 8月10日 8月10日

日立市水道 ○ 1月21日 1月21日

日立市水道 ○ 1月24日 1月25日

日立市水道 ○ 2月20日 2月21日

令和5年 日立市水道 土堰堤 12月27日 4月23日

日立市水道 ○ 7月7日 7月11日

日立市水道 土堰堤 2月10日 5月15日

日立市水道 ○ 4月28日 4月30日

対象取水 取水停止 対策
対策期間

令和4年

令和6年

年

被害状況

平成28年

R7.3時点

出典：水文水質データベースより



３．地域の意向 地域からの主な要望事項
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【久慈川改修期成同盟会からの要望書の提出】

■ 久慈川水系流域治水プロジェクトおよび久慈川緊急治水対策プロジェクトの推進について要望

■ 「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」においても、必要な予算・財源を確保

また、「国土強靭化実施中期計画」を早期に策定し、継続的、安定的に国土強靭化に必要な予算・財源を別枠で確保

■ 個別要望項目

・大子、池田、矢田地区河川整備事業の促進

・下町、高渡町、上大賀地区改修工事の推進及び霞堤の保全と整備

・辰ノ口、塩原地区改修工事の推進及び霞堤の保全と整備

・小倉、富岡、宇留野地区改修工事の推進

・里川、田渡地区改修工事の推進及び霞堤の保全

・額田地区の霞堤整備の事業促進

・久慈川下流域における流下能力の向上と堤防整備



計画対象区間（大臣管理区間）

４．事業の進捗状況 河川整備計画の概要

15

事業の目的と計画の概要（河川整備計画の概要）

 久慈川水系河川整備計画（大臣管理区間）の計画対象区間は、

茨城県常陸大宮市から河口までの久慈川27.6km区間及び茨城

県常陸太田市から久慈川合流点までの里川9.7kmと山田川

10.5km区間になります。

 河川整備計画の計画対象期間は、概ね30年間になります。

延長
（km）

下流端上流端河川名

27.6海茨城県常陸大宮市辰ノ口字堰場二千七十八
番地先の辰ノ口堰

久慈川

9.7久慈川への
合流点

左岸：茨城県常陸太田市茅根町
字河原二百四十一番地先

右岸：茨城県常陸太田市瑞龍町
字高倉二千四百三十七番の五地先

里川

10.5久慈川への
合流点

茨城県常陸太田市和田字台田千五百六十番
の一地先の芦間堰

山田川

計画対象区間（大臣管理区間）

久慈川流量配分図（単位：m3/s）

凡 例
■ 基準地点
● 主要地点
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堤防の整備の実施状況（茨城県常陸大宮市宇留野地先）

機初

榊橋

額田

常井橋

久慈川

山
田
川

里
川

常陸大宮市

那 珂 市

日 立 市

東 海 村

常陸太田市

完成施工前

【治水】基準地点山方において、戦後最大洪水である令和元年10月洪水（令和元年東日本台風）が再び発生しても災害の発生の防止又は軽減を図る。

【利水】山方地点においては、かんがい期に概ね10m3/s、非かんがい期に概ね3m3/s、を流水の正常な機能の維持するため必要な流量とし、これらの流量を安定的に

確保するよう務める。

【環境】治水、利水及び流域の自然環境、社会環境との調和を図りながら、河川空間における自然環境の保全と秩序ある利用に努める。

山方

河道掘削(堅磐地区)

河道掘削実施箇所

8.0K
7.0K

7.5K

6.5K

常磐自動車道

榊橋
(国道6号）

久慈川
久慈川

里川

常井橋

河口

４．事業の進捗状況 完了した整備及び現在整備実施中の主な箇所

進捗率整備区間延長整備内容

約40%約22km■堤防の整備（霞堤含む）

約44%約3,000千m3■河道掘削

0箇所２箇所■浸水防止対策

0箇所1箇所■河川防災ステーション

2箇所2箇所■地震・津波防止対策



４．事業の進捗状況 久慈川緊急治水対策プロジェクト －当初－（R２．７．１０）
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久慈川緊急治水対策プロジェクトの進捗状況

○令和元年東日本台風により甚大な被害が発生した久慈川水系において、国、県、市町村が連携し、「久慈川緊急治水対策プロジェクト」を進めています。
○国、県、市町村が連携し、以下の取組を実施していくことで、社会経済被害の最小化を目指します。
①多重防御治水の推進【河道・流域における対策】 ②減災に向けた更なる取組の推進【ソフト施策】

〇令和２年度は、決壊箇所の本格的な災害復旧や河道掘削等の改良復旧、霞堤の保全と整備、簡易型河川監視カメラの設置、越水・決壊検知機器の開発などを進めていきます。

■災害復旧関係（堤防決壊）

■減災対策協議会
令和２年5月28日に
ウェブ会議で久慈川・
那珂川流域における減
災対策協議会が開催さ
れ、令和2年度の取組内
容について、報告し、
了承されました。

■プロジェクトの概要説明状況
（大子町 上小川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ）

②常陸大宮市塩原地区（久慈川 左岸 27.0k付近）

③常陸大宮市下町地区（久慈川 右岸 25.5k付近）

④常陸大宮市小貫地区（久慈川 左岸34.0k付近）

■プロジェクトの概要説明状況
（常陸大宮市 山方公民館）

決壊状況

決壊状況

施工状況

施工状況

決壊状況 施工状況

【最近の動き】

地図№ 河川名 地区名 進捗 備考

① 久慈川 富岡（常陸大宮市） 従前の堤防高を復旧済み

② 久慈川 塩原（常陸大宮市） 従前の堤防高を復旧済み

③ 久慈川 下町（常陸大宮市） 従前の堤防高を復旧済み

④ 久慈川 小貫（常陸大宮市） 従前の堤防高を復旧済み 権限代行

⑤ 浅川 松栄町（常陸太田市） 従前の堤防高を復旧済み 権限代行

区長 住民

ⓐ 堅磐　外２地区 ○※３

ⓑ 額田 ●
（測量・樹木伐採）

●※１

（測量・樹木伐採）
○ ○※３ ○

（樹木伐採）

ⓒ 辰ノ口 ● ● ○ ○

ⓓ 高渡　外１地区 ● ●※１ ○※２

ⓔ 岩崎　外１３地区 ● ●※１ ○※２ ○※３

ⓕ 家和楽 ● ●※１ ○※２ ○※３ ○※２

（一部箇所）

ⓖ 大子 ● ●※１ ○※２ ○※３ ○※２

（一部箇所）

●：済 ○：実施中 ※１：回覧による ※２：発注手続き中 ※３：事前調査中

【国管理区間】

【権限代行区間】

区間 地図№ 地区
地元説明（プロジェクト全体）

測量・設計 用地調査 用地補償 工 事

国管理区間権限代行区間

■改良復旧（堤防整備等関係）

【R2.7.10時点】
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４．事業の進捗状況 久慈川緊急治水対策プロジェクト －見直し－（R５．４）

久慈川緊急治水対策プロジェクト
～多重防御治水の推進～

○令和元年東日本台風により甚大な被害が発生した久慈川水系において、国、県、市町村が連携し、
「久慈川緊急治水対策プロジェクト」を進めています。

○国、県、市町村が連携し、以下の取組を実施していくことで、社会経済被害の最小化を目指します。
①多重防御治水の推進【河道・流域における対策】 ②減災に向けた更なる取組の推進【ソフト施策】
〇令和５年度は、堤防整備や河道掘削等の改良復旧、霞提の保全と整備、越水・決壊検知機器の活用による情報提供の迅速化、講習会等によるマイ・タイ
ムライン普及促進などを進めていきます。

【令和５年度版】
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久慈川緊急治水対策プロジェクト
～多重防御治水の推進～

○令和元年東日本台風により甚大な被害が発生した久慈川水系において、国、県、市町村が連携し、「久慈川緊急治水対策プロジェクト」を進めています。
○事業着手後に発生した課題に対応するため約３８７億（権限代行区間含む）の増額及び事業期間を２年延長して取り組んでいます。
⇒ 増額の要因 ： 土質調査結果による土砂改良の増、現地精査による堤防整備構造の変更 など
⇒ 事業期間延期： 新型コロナウイルス感染拡大の影響、用地買収に伴う関係人員の増加 など

４．事業の進捗状況 久慈川緊急治水対策プロジェクト －事業費・事業期間の見直し－

■河道・流域における対策
全体事業費 約７３７億円 【国：約７２１億円、県：約１６億円】
事業期間 令和元年度～令和８年度
目 標 令和元年東日本台風洪水における本川からの越水防止
対策内容 河道掘削、堤防整備、霞堤整備 等
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４．事業の進捗状況 久慈川緊急治水対策プロジェクト －進捗状況－
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４．事業の進捗状況 久慈川緊急治水対策プロジェクト －進捗状況－



４．事業の進捗状況（治水）
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■ 堤防が整備されていない区間や、標準的な堤防の断面形状に対して高さ又は幅が不足している区間について、築堤・堤防の嵩上げ・拡幅を行う。
■ 現在、久慈川緊急治水対策プロジェクトでは、常陸太田市堅磐町・日立市神田町などでの堤防整備を実施中。

①堤防の整備（－洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項－）

堤防整備

堤防整備

堤防整備

久慈川

現 在現 在

堤防整備（引堤）

引堤のほか、河道掘削・樹木伐採を検討の上実施予定。

施工前施工前

久慈川
久慈川

完成時（久慈川常陸大宮市宇留野地区）

凡例

堤防整備箇所

堤防決壊箇所（国）

浸水範囲

大臣管理区間



４．事業の進捗状況（治水）

■ 洪水を安全に流下させるために必要な箇所等において、上下流バランスを考慮しつつ河道掘削を行う。
■ 現在、久慈川緊急治水対策プロジェクトでは、常陸大宮市富岡などで河道内の土砂掘削、樹木伐採を実施中。

②河道掘削（－洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項－）
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J
R
常
磐
線

JR水郡線

ひたちおおみや

常陸大宮市

ひたちおおた

常陸太田市

な か

那 珂 市

とうかい

東 海 村

ひたち

日 立 市

里
川

久慈川

山田川

茨城県

国
道
6
号

浅川

河道掘削

河道掘削

河道掘削 河道掘削

久慈川

久慈川

完成時（久慈川那珂市額田地区）

凡例

堤防決壊箇所（国）

浸水範囲

大臣管理区間

久慈川

施工前施工前 現 在現 在

凡例

河道掘削箇所

堤防決壊箇所（国）

浸水範囲

大臣管理区間



【オリジナルデータに差し替える】

J
R
常
磐
線

JR水郡線
ひたちおおみや

常陸大宮市

ひたちおおた

常陸太田市

な か

那 珂 市

とうかい

東 海 村

ひたち

日 立 市

里
川

久慈川

山田川

茨城県

国
道
6
号

浅川

１

霞堤の保全と整備
土地利用・住まい方の工夫

（土地利用制限、家屋移転等）

２

３

霞堤の整備
土地利用・住まい方の工夫

（土地利用制限、家屋移転等）

３

２

霞堤の整備
土地利用・住まい方の工夫

（土地利用制限、家屋移転等）

２
３

③霞堤（－洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項－）

常陸大宮市
富岡

常陸大宮市
下町

常陸大宮市
鷹巣

輪中堤

堤防整備

堤防法尻補強

常陸大宮市高渡地区

■ 霞堤（堤防を不連続な構造として開口部を存置している箇所）は、平常時にあっては堤内地側の排水を容易にするほか、洪水時には上流で
堤内地に氾濫した水を河川に戻す役割や、開口部から水が逆流して堤内地に湛水し、下流に流れる洪水の流量を減少させるなどの効果が
あるため、地形や現状の土地利用等を考慮した霞堤の整備を行う。

■ 現在、久慈川緊急治水対策プロジェクトでは、那珂市額田地区や常陸大宮市高渡地区などで、地形や現状の土地利用等を考慮した霞堤の
整備を実施中。

凡例

霞堤整備箇所

堤防決壊箇所（国）

浸水範囲

大臣管理区間

那珂市額田地区
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４．事業の進捗状況（治水）



④浸透・侵食対策

－洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項－

⑤地震・津波遡上対策

■堤防の浸透対策としては、これまで実施してきた点検結果を踏まえ、
背後地の資産状況等から優先度を設定し、必要に応じて堤防強化
対策を実施している。

■堤防や河岸の侵食対策としては、必要な高水敷幅が確保されていな
い箇所、水衝部における河岸の局所洗掘が発生する箇所及び堤防
付近で高速流が発生する箇所において、状況を監視し、必要に応じ
て高水敷造成や護岸整備等の対策を実施している。

■地震動や液状化の影響により、樋門の倒壊や、堤防の沈下・崩壊・
ひび割れ等、河川管理施設が被災するだけでなく、地震後の洪水及
び津波により、河川の水位が上昇し浸水被害が発生するおそれがあ
ります。このため、耐震性能の照査等を行い、必要に応じて耐震・液
状化対策を実施している。

■また、平成 23 年に制定された「津波防災地域づくりに関する法律」に
基づき関係県が設定する津波浸水想定に対して、必要に応じて情報
提供、技術的な支援等に努めるとともに、津波が遡上する区間では、
操作員の安全性を確保し、津波による堤内地への浸水を防止するた
め、樋管等の遠隔操作化や自動化等を進めている。

４．事業の進捗状況（治水）

⑥内水対策

■内水による浸水被害が著しい地域については、関係機関と調整した
上で、必要に応じて排水機場の整備を行うなど、内水被害の軽減対策
を実施している。

⑦施設の能力を上回る洪水を想定した対策

■雨量、水位等の観測データ、レーダ雨量計を活用した面的な雨量情
報や河川監視用CCTVカメラによる映像情報を収集・把握し、適切な
河川管理を実施している。

■施設の能力を上回る洪水が発生し堤防の決壊等により氾濫が生じた
場合でも、洪水時の被害の軽減を図るため、必要に応じて応急対策
や氾濫水の排除、迅速な復旧・復興活動に必要な堤防管理用通路の
整備、河川防災ステーション・水防拠点の整備、既存施設の有効活用、
災害復旧のための根固めブロック等資材の備蓄を検討し実施してい
る。

■常陸太田市小島地区において河川防災ステーションを整備中である。

25河川防災ステーションイメージ（小島地区）



①水質の保全

－河川環境の整備と保全に関する事項－

②自然環境の保全と再生

４．事業の進捗状況（環境）
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③人と河川との豊かなふれあいの確保に関する整備

■カワラハハコ等の植物やイカルチドリ等の鳥類等の生息・生育・繁殖
場となる砂礫河原、アユ・サケ等の生息・産卵場となる瀬と淵、タコノ
アシ等の生育場となる旧川跡地等の湿地環境の保全と創出を図る。

■河口の汽水域では、ボラやハゼ類等の生息場となる現在の汽水環境
の保全を図る。

■洪水による災害の発生の防止又は軽減を図る河道掘削等に当たっ
ては、治水と環境の調和を図り、砂礫河原及びヨシ原等の保全を図
る。また、サギ類のコロニーやアユ・サケ等の生息・産卵場への影響
等を最小限に抑えるため、地域住民、学識経験者、関係機関と連携
しつつ段階的に施工を行い、その結果についてモニタリングを行うと
ともに効果・影響を検証して順応的に管理を行っている。

■さらに、流域住民や関係機関と連携し、流域に広がる生物の生息・繁
殖環境を広域的に結ぶ生態系ネットワークの形成に努めている。

■人と河川との豊かなふれあいの確保については、自然とのふれ
あいやスポーツなどの河川利用、環境学習の場等の整備を関
係機関と調整し実施する。また、地方公共団体が立案する地域
計画等と連携・調整を図り、河川利用に関する多様なニーズを
踏まえた地域住民に親しまれる河川整備を推進するとともに、
かわまちづくりなどにより、住民、企業、行政と連携し、賑わい、
美しい景観、豊かな自然環境を備えた水辺空間をまちづくりと一
体となって創出する取組を実施している。

■河川の利用状況、沿川地域の水利用状況、現状の環境を考慮し、下
水道整備等の関連事業や関係機関との連携・調整、地域住民との
連携を図るとともに、流水のモニタリング等を行いながら、良好な水
質の保全に努めている。

久慈川の砂礫河原

河川空間利用



４．事業の進捗状況（維持管理）

①堤防の維持管理／河道の維持管理 ②樋門等の維持管理

■堤防の機能を適切に維持していくために、堤防の変状や異常・
損傷を早期に発見すること等を目的として、適切に堤防除草、
点検、河川巡視等を行うとともに、河川巡視や水防活動等が円
滑に行えるよう、管理用通路等を適切に維持管理をしている。

■河道内の土砂堆積や樹林化の進行は、流下能力の低下や樋門
等の排水機能の低下等の支障をきたすおそれがあるため、必
要に応じて土砂の除去や樹木の伐採を実施している。

■霞堤を活用した遊水機能等を確保できるよう、河道を適切に維
持管理をしている。

■樋門・樋管等の河川管理施設
の機能を適切に維持していく
ために、洪水、津波、高潮等
の際、必要な機能が発揮され
るよう、適切に点検、河川巡
視を行い、施設の状態把握に
努め、必要に応じて補修・更
新を行い長寿命化を図る。

－洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項－

27

③許可工作物の機能の維持

■橋梁や樋門等の許可工作物は、老朽化の進行等により機能や洪
水時等の操作に支障が生じるおそれがあるため、施設管理者立ち
会いの上で定期的に履行検査を行うことにより、施設の管理状況
を把握し、定められた許可基準等に基づき適切に管理されるよう、
施設管理者に対し改築等の指導を行う。

堤防除草

堤防点検

河川管理施設の点検状況

許可工作物の合同点検（履行検査）



４．事業の進捗状況（維持管理）

④不法行為に対する監督・指導

■河川敷地において流水の疎通に支障のおそれがある不法な占
用し、耕作及び工作物の設置等の不法行為に対して適切な監督・
指導を行う。

⑦観測等の充実 ⑩堤防の決壊時等の復旧対策

■堤防の決壊等の重大災害が発生した場合に備え、浸水被害の拡大を
防止するための緊急的な災害復旧手順について事前に計画するととも
に、氾濫水を速やかに排水するための対策等の強化に取組むため、必
要な資機材の準備等、早期復旧に向けた体制の強化を図る。

28

－洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項－

⑤河川等における基礎的な調査・研究

■治水、利水及び環境の観点から、河川を総合的に管理していくた
め、流域内の降雨量の観測、河川の水位・流量の観測、河川水質
の調査等を継続して実施している。

⑥洪水予報、水防警報等の発表

■洪水予報河川において、洪水のおそれがあると認められるときは
水位等の情報を関係県知事に通知するとともに、必要に応じて報
道機関の協力を求めて、これを一般に周知する。

⑧特定緊急水防活動

■洪水、津波、高潮等による著しく激甚な災害が発生した場合において
、水防上緊急を要すると認めるときは、浸入した水を排除するなどの特
定緊急水防活動を必要に応じて実施している。

■雨量、水位等の観測デー
タ、レーダ雨量計を活用し
た面的な雨量情報や河川
監視用ＣＣＴＶカメラによる
映像情報を収集・把握し、
適切な河川管理を行う。

⑨排水ポンプ車の活用

■樋門を通じて久慈川に流入す
る支川では、洪水、津波、高潮
時に久慈川等への排水が困難
となることがある。そのため、応
急的な排水対策として、地方公
共団体からの要請により排水ポ
ンプ車を機動的に活用し、浸水
被害の防止又は軽減を図る。

排水ポンプ車の訓練状況

ライブカメラ映像



４．事業の進捗状況（維持管理）
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⑪洪水氾濫に備えた社会全体での対応

■近年の豪雨災害における逃げ遅れの発生等の課題に対処するために、行政・住民・企業等の各主体が水害リスクに関する知識と心構えを共有
し、氾濫した場合でも被害の軽減を図るための、避難や水防等の事前の計画、体制、施設による対応が備えられた社会を構築していく。

■ 平成２８年６月３日に設立した「久慈川・那珂川流域における減災対策協議会」の場の活用等により、地域の実情を踏まえつつ、茨城県沿川の
６市町村、公共交通事業者、マスメディア等と連携し、住民の避難を促すためのソフト対策として、各種タイムライン（防災行動計画）の整備とこれ
に基づく訓練の実施、地域住民等も参加する危険箇所の共同点検の実施、メディアの特性を活用した情報の伝達方策の充実、防災施設の機能
に関する情報提供の充実などを進めている。

－洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項－

減災対策協議会（WEB）の状況 マイ・タイムライン作成講習会の状況 ホットライン訓練の状況 共同点検の状況

－河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項－

■河川水の利用については、日頃から関係水利使用者等との情報交換に努め、また、水利権の更新時には、水利の実態に合わせた見直しを適
正に行っている。流水の正常な機能を維持するため必要な流量を定めた地点等において必要な流量を確保するため、流域の雨量、河川流量、
取水量等を監視する。渇水対策が必要となる場合は、関係水利使用者等で構成する「久慈川渇水調整協議会」等を通じ、関係水利使用者による
円滑な調整が行われるよう、情報提供に努め、適切に低水管理を行うとともに必要に応じて、水利使用の調整に関してあっせん又は調停を行う。

■塩分遡上の状況については調査を継続し、その特性を明らかにするとともに、関係機関との情報共有並びに連携の下、利水への対応について
必要な調整に努めている



４．事業の進捗状況（維持管理）

①水質の保全 ③河川空間の適正な利用

－河川環境の整備と保全に関する事項－

30

■良好な水質を維持するため、
水質の状況を把握するととも
に、水生生物調査や「河川水
質管理の指標」による水質の
評価等を実施し、必要に応じ
水質改善に向けた取組を行
っている。

■関係機関との情報共有・情報
伝達を活用し、水質事故に備
えた訓練及び必要資材の備
蓄を行うとともに、状況に応じ
て既存の河川管理施設の有
効活用を行い、水質事故時に
おける被害の最小化を図る。

②自然環境の保全と再生

■汽水域、河原固有の植物や鳥類等が生息・繁殖する砂礫河原な
どの良好な自然環境の維持を図るため、「河川水辺の国勢調査
」等により、河川環境の実態を定期的、継続的、統一的に把握す
るなど、基礎情報の収集・整理を実施している。

■シナダレスズメガヤ等の外来植物への対応については、河川管
理上、自然環境 上支障がある場合は、必要に応じて学識経験
者等の専門家の意見を聴きなが ら、関係機関や地域住民と連
携し、必要に応じ防除等の対策を実施している。

■魚類等の遡上・降下環境の確保において、横断工作物に設置し
た魚道の機能について、引き続き状況を調査確認し、機能の保
持に努めている。

■久慈川の自然・歴史・文化・生活が織りなす特徴ある河川環境、河川
景観は「茨城県北地域」の重要な構成要素となっていることから、関
係機関と連携を図り、保全・継承に努めている。

■久慈川の河岸の竹林は、水害防備林として位置づけられている箇所
があり、久慈川の特徴的かつ歴史的な景観の構成要素となっている。
近年では、その範囲が拡大しているため、土地の利用状況に鑑み治
水に影響のない範囲で伐採するなど、適切に保全に努めている。

■久慈川の自然環境の保全と秩序ある河川利用の促進を図るため、河
川環境の特性に配慮した管理を実施している。

■既存の親水施設、坂路や階段等についても、地域住民や沿川地方公
共団体と一体となって、安全・安心な利用ができるよう改善を図る。

■久慈川は、アユが多く生息する川としてよく知られ、アユ釣り等に多く
の人が訪れていることから、漁場としての河川利用に配慮している。

■久慈川では水面利用があり、地域の歴史・文化、河川環境を考慮しな
がら、安全で秩序ある河岸周辺や水面の利用を図る。

④景観の保全水質事故訓練状況

竹林の管理状況（伐採前） 竹林の管理状況（伐採後）



４．事業の進捗状況（維持管理）
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⑤環境教育の推進

■人と自然との共生のための行動意欲の向上や環境問題を解決す
る能力の育成を図るため、環境教育や自然体験活動等への取組
について、市民団体、地域の教育委員会や学校等、関係機関と
連携し、推進していく。

■河川の魅力や洪水時等における水難事故等の危険性を伝え、安
全で楽しく河川に親しむための正しい知識と豊かな経験を持つ指
導者の育成を支援する。

河川協力団体による自然観察会

⑥不法投棄対策

■テレビ、冷蔵庫等の大型ゴミや家庭ゴミの不法投棄が多いため地
域住民等参加による河川の美化・清掃活動を沿川地方公共団体
と連携して実施し、河川美化の意識向上を図る。

■地域住民やＮＰＯ等と連携・協働した河川管理を実施することで、
ゴミの不法投棄対策に取り組んでいる。

⑦不法係留船対策

■不法係留船、不法係留施設に対する対策を、地方公共団体、地域
住民及び水面利用者等と連携して推進していく。

－河川環境の整備と保全に関する事項－

住民等参加による河川の美化・清掃活動



0

2000

4000

6000

8000

10000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0.0 2.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

（
右
岸

評
価

）

流
下

能
力

(ｍ
3
/s
)

0

2000

4000

6000

8000

10000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

（
左

岸
評

価
）

流
下
能

力
(ｍ

3
/s

)

山付き区間山付き区間 山付き区間 山付き区間

山付き区間

距離標(k)

▲
支
川
里
川

久
慈
川
大
橋

幸
久
大
橋

水
郡
線

幸
久
橋

栄
橋

宇
留
野
圷
橋

J
R
常
磐
線

留
大
橋

榊
橋

常
磐
道

富
岡
橋

辰
ノ
口
橋

▲
支
川
山
田
川

▲
支
川
浅
川

▲
支
川
玉
川

四
堰
床
固

有
ヶ
池
床
固

粟
原
床
固

辰
ノ
口
堰

■榊橋水位観測所 ■富岡水位観測所

木
島
大
橋

４．事業の進捗状況(流下能力図)

32

ｽﾗｲﾄﾞﾀﾞｳﾝ－余裕高
評価

HWL評価

ｽﾗｲﾄﾞﾀﾞｳﾝ－余裕高
評価

HWL評価

山田川 里川

太

平

洋山方

額田 榊橋

河口

常井橋 機初

3,400 → 3,900 → 4,200 → 4,200

370

↓

700

↓

(3,700※)

※流量は、氾濫しなかった場合の流量

■久慈川において、計画堤防断
面の不足や河道断面の不足等
により、計画高水流量を安全に
流下させることができない状況
にある。

流下能力図（久慈川） 現況（R8.3予定)

流下能力図（久慈川） 着手時点（R2.3）
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計画堤防断面の
不足や河道断面
の不足等により、
計画高水流量を
安全に流下させる
ことができない状
況にある。

流下能力図（里川） 着手時点（R2.3）

流下能力図（里川） 現況（R8.3予定) 流下能力図（山田川） 現況（R8.3予定)

流下能力図（山田川） 着手時点（R2.3）
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水中は改変しない
（アユ・サケ、利水施設
などに配慮）

■連続した瀬と淵が形成されアユ・サケ等の生息・産卵場となっており、砂礫河原にはイカルチドリ等が生息・繁殖しているほか、高水敷のオギ・ヨシ
群落にはカヤネズミ等が生息・繁殖している。また、水際には水害防備林としての竹林が見られる。

■樹木伐採・河道掘削により流下能力の向上が見込めるとともに、アユ・サケ等の生息・産卵場となる瀬と淵が連続する良好な環境の保全や砂礫河
原や湿地環境の保全と創出を行い、水際のエコトーンの創出及び改善をすることにより生態系の多様性につなげる。

４．事業の進捗状況(効果事例)
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河道掘削による流下能力の向上と動植物の生息場の保全と創出

久
慈
川

現況（下流より）R7.2撮影

茨城県常陸大宮市宇留野地区 （水際のエコトーン創出を図った河道掘削箇所）

施工後（上流より）R6.3撮影施工前（上流より）R5.7撮影

24.5

常陸大宮市

常陸大宮市

富岡橋

25.0

久慈川
久慈川

Ｒ５掘削済

Ｒ４掘削済

Ｒ５掘削

Ｒ４掘削済
25.5

24.0

砂礫河原

エコトーンのイメージ

樹木を伐採し、
平水位付近まで掘削することで・・・
水際に「砂礫河原」が再生され、
多様な生物の生息場が期待される

樹木伐採掘削

Ｒ５伐採
Ｒ５伐採済

Ｒ６掘削

Ｒ６掘削
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５．事業の進捗の見通し

機初
河口

榊橋

額田

常井橋

山方

30.0

10.0

25.0

5.0

20.0

15.0

0.0

10.0

0.0

5.0 5.0

0.0

久慈川

山
田
川

里
川

常陸大宮市

那 珂 市

日 立 市

東 海 村

常陸太田市

■ 治水（久慈川直轄河川改修事業）に関する費用便益比 （令和７年１２月事業再評価）

Ｂ／Ｃ ＝ 4.5 （全体事業 ） ， 8.5（残事業）， 20.2（当面7年間）

※第１回久慈川水系河川整備計画フォローアップ委員会（令和７年１２月１６日）資料より

■ 環境（久慈川総合水系環境整備事業）に関する費用便益比 （令和３年１２月事後評価）

Ｂ／Ｃ ＝ 3.2 （全体事業）

※第１回久慈川水系河川整備計画フォローアップ委員会（令和３年１２月１７日）資料より

■久慈川らしい豊かな自然環境や河川景観を保全・継承するとともに、流域の風土、歴史、文化を踏まえ、地域の個性や活力を実感できる川づくりを目指すため、関係機
関や地域住民と共通の認識を持ち、連携を強化、河川の多様性を意識しつつ、治水・利水・環境に関わる施策を総合的に展開する。

■当面の整備としては、久慈川緊急治水対策プロジェクトにより、堤防の整備、河道掘削による流下能力向上を図るとともに、地形や現状の土地利用等を考慮した霞堤の
整備を進め、令和元年東日本台風洪水における久慈川からの越水防止を図る。
また、小島地区の河川防災ステーションの整備、留排水樋管、後川排水樋管の耐震対策を実施する。

■整備にあたっては、水質、動植物の生息・生育・繁殖環境、河川空間・水面の適正な利用、景観に配慮する等、総合的な視点で推進する。



５．事業の進捗の見通し（コスト縮減の取組）
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品質を確保したうえで、建設発生土の有効
活用を行い、コスト縮減を図ります。

今後も河道掘削による発生土を盛土材に活用すること
によりコスト縮減を図ります。

＜効果（試算）＞
・盛土材料費の縮減

伐採樹木を産業廃棄物処分から無償配布
することにより、処分費の削減を図ります。

今後も伐採樹木を無償配布することによりコスト縮減を
図ります。
＜効果＞

・維持管理の費用を削減
Ｒ３年度 山田川で実施
Ｒ４年度 久慈川・山田川で実施
Ｒ５年度 里川で実施（約2.5ｔ）

※過去実施した工事の実績に基づいて算出。

盛土工事の状況

合計 ４，０００円/m3

縮減前

盛土材の費用（購入）
７，８００円/m3 

合計 ７，８００円/m3

縮減後

盛土材の費用（運搬費等）
４，０００円/m3 約３５億円のコスト縮減

盛土材の使用量＝約９１６，０００m3 無償配布用の伐採竹
（他河川事例）

希望者への配布状況

無償配布用の伐採樹木



６．河川整備に関する新たな視点６．河川整備に関する新たな視点 （１）気候変動を踏まえた治水計画の見直し

37

「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」答申（R2.7 社会資本整備審議会）概要資料 より

気候変動を踏まえた計画へ見直し

計画の見直し

○ 過去の降雨や高潮の実績に基づいて計画を、将来の気候変動を踏まえた計画に見直し

洪水、内水氾濫、土砂災害、高潮・高波等
を防御する計画は、

これまで、過去の降雨、潮位などに基づいて作成してきた。

しかし、
気候変動の影響による降雨量の増大、海面水位の上昇などを考慮すると
現在の計画の整備完了時点では、実質的な安全度が確保できないおそれ

今後は、
気候変動による降雨量の増加※、潮位の上昇などを考慮したもの
に計画を見直し

※世界の平均気温の上昇を２度に抑えるシナリオ
（パリ協定が目標としているもの）の場合で
降雨量変化倍率は約1.1倍と試算

「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言 （令和３年４月改訂）

 平成30年4月より「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」において、気候変動による影響について技術的な検討が進められ、令和元
年10月には「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」が提言としてとりまとめられたほか、令和元年11月には、社会資本整備審議会河川分科会
気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会が設置され、令和２年7月には「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について」が答申として
とりまとめられた。

 答申では、過去の降雨などの実績に基づいて作成されてきた計画を、気候変動による降雨量の増加などを考慮した計画に見直す必要があると
されている。

 令和3年4月には、「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言 改訂版が公表され、気候変動を考慮した治水計画へ見直すにあたり、計画で
想定する外力を世界の平均気温が２度上昇した場合を想定した降雨量とするとともに、過去に経験したことのない雨の降り方も考慮した上で、
治水対策の検討の前提となる基本高水を設定すべきことが示された。

 気候変動の影響を考慮して、順次一級水系の河川整備基本方針を変更しており、令和７年１２月５日時点の変更で３３水系が変更されている。



６．河川整備に関する新たな視点 （２）流域治水プロジェクト２．０

 久慈川においては、河川管理者に加え各県、市町村等の関係者が一堂に会する、「久慈川・那珂川流域治水協議会」を令和２年８月に設置し、関係
機関が協働（構成員数４２）して『流域治水プロジェクト』を令和３年３月３０日に策定した。
その後、様々な手法を活用した対策の一層の充実を図り、令和６年３月に『流域治水プロジェクト２．０』へ更新した。
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６．河川整備に関する新たな視点 （２）流域治水プロジェクト２．０

 『流域治水プロジェクト２．０』においては、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取組も推進している。
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６．河川整備に関する新たな視点 （３）多段階の浸水想定図及び水害リスクマップ

 国土交通省では、土地利用や住まい方の工夫の検討及び水災害リスクを踏まえた防災まちづくりの検討など、流域治水の取組を推進することを目的
として、発生頻度が高い降雨規模の場合に想定される浸水範囲や浸水深を明らかにするため、久慈川水系久慈川（国管理区間）の「多段階の浸水想
定図」及び「水害リスクマップ」を令和４年８月３１日に作成・公表している。

 現時点では、国管理河川からの外水氾濫のみを示しているが、今後は、国管理河川以外の外水氾濫や下水道等による内水氾濫も考慮した図を作
成・公表していく予定である。

○多段階の浸水想定図（現況・短期） ○水害リスクマップ（現況・短期）
現況河道

短期河道

現況河道
1/10確率規模
（浸水無し）

短期河道
1/10確率規模
（浸水無し）

現況河道
1/30確率規模

短期河道
1/30確率規模

現況河道
1/50確率規模

短期河道
1/50確率規模

現況河道
1/100確率規模

短期河道
1/100確率規模

40
出典：常陸河川国道事務所ＨＰ

https://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi00878.html



６．河川整備に関する新たな視点
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 2022年12月に開催された生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）において「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、我が国でも「生物多様性国家

戦略 2023－2030」において2030年のネイチャーポジティブの実現を目指すことが掲げられている。

 令和6年2月より「生物の生息・生育・繁殖の場としてもふさわしい河川整備及び流域全体としての生態系ネットワークのあり方検討会」において、今後の河川整備

等のあり方について検討が進められ、令和6年5月には「生物の生息・生育・繁殖の場としてもふさわしい河川整備及び流域全体としての生態系ネットワークのあり方

」が提言としてとりまとめられた。

 提言では、水災害の激甚化・頻発化への対応が喫緊の課題となる中、治水対策が定量的な目標を設定しているのと同様に、河川環境についても定量的な目標を

設定して関係者が共通認識の下で取り組むことや、河川内の治水対策を一層推進するとともに流域のあらゆる関係者との協働による流域治水が進められている

のと同様に、流域と一体となって生態系ネットワークを構築していくことが重要であるとの認識のもと、河川における取組と流域における取組の両面から、「今後の

河川整備等のあり方」についての提言が示された。

 今後、久慈川では、本提言を踏まえ、ネイチャーポジティブを実現する川づくりを進めていく。

「生物の生息・生育・繁殖の場としてもふさわしい河川整備
及び流域全体としての生態系ネットワークのあり方」提言概要

-ネイチャーポジティブなどの世界的な潮流を踏まえた課題-

出典：令和６年５月24日 水管理・国土保全局河川環境課 報道発表資料 別紙2

河川環境の定量目標に用いる指標

今後取り組むべき課題

出典：令和６年５月24日 水管理・国土保全局河川環境課 報道発表資料 別紙1



７．河川整備計画の点検結果（案）

河
川
整
備
の
実
施

令和2年９月 久慈川水系河川整備計画 変更

令和3年12月 河川整備計画 第２回点検

河川整備の進捗・実施状況

流域の社会情勢の変化

河川整備に関する新たな視点

地域の意向

■ 土地利用や人口の大きな変化は無い ■ 洪水等による災害は発生していない ■ 水質は、BOD（75%値）において環境基準を達成
■ 近年の物価上昇等の動向については今後も注視していく

平成30年8月 久慈川水系河川整備計画 策定
 令和元年10月 東日本台風

令和元年12月 河川整備計画 第１回点検

【点検結果】 ■河川整備計画に基づく事業を継続実施し、目標の達成に向け整備を着実に実施していく。
■新たな視点を踏まえ、今後、治水計画の見直しを検討していく。
■気候変動による水災害リスクの増大に備えるため、流域内の関係機関との連携を図り、流域全体での取組を促進していく。
■現存する豊かな自然環境を保全するとともに、安全かつ容易にふれあうことができる水辺空間の確保に関する整備を継続していく。

令和7年12月 河川整備計画 第３回点検（今回）

■ 河川整備計画に基づき、着実に事業実施中

■ 関係自治体から事業の推進を要望する旨の意見をいただいている

■ 「気候変動を踏まえた水害対策のあり方について」答申（R2.7） ～あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換～

■ 「気候変動を踏まえた治水計画のあり方について」提言（R1.10） R3.4改訂

■ 「久慈川水系流域治水プロジェクト」策定（R3.3）、「久慈川水系流域治水プロジェクト2.0」更新(R7.6)

【点検結果】 ■河川整備計画に基づく事業を継続実施し、目標の達成に向け整備を着実に実施していく。
■新たな視点を踏まえ、今後、治水計画の見直しを検討していく。
■気候変動による水災害リスクの増大に備えるため、流域内の関係機関との連携を図り、流域全体での取組を促進していく。
■豊かな自然を再生するとともに、現存する良好な自然環境を極力保全し、安全かつ容易にふれあうことができる

水辺空間の確保に関する整備を継続していく。
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